
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 79 号

平成 15 年

10月 7 日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
（
二
件
）

（
環
境
管
理
課
）

一

○
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
区
画
漁
業
の
免
許
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

九

○
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建
　
築
　
課
）

一
一

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
平
成
十
五
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
　
政
　
課
）

一
二

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意
（
三
件
）

（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送

事
業
者
等

選
挙
管
理
委
員
会
公
告

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
予
定
者
及
び
候
補
者
届
出
予
定
政
党

に
対
す
る
説
明
会
の
日
時
等

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

丸
亀
市
中
津
町
1515番

地

大
倉
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
鴻
池
正
幸

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

丸
亀
市
中
津
町
1515番

地

大
倉
工
業
株
式
会
社
本
社

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工期

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ

ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
の
蒸
留
施
設

処
理
風
量
30

許
可
日

許
可
後
２
ヶ
月



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

（
備
考
）
今
回
の
申
請
に
伴
う
特
定
施
設
か
ら
の
排
水
は
、
下
水
道
に
排
出
す
る
た
め
、
排
出
水
の
量
、

汚
染
状
態
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
10月
７
日
か
ら

平
成
15年
10月
28日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

丸
亀
市
生
活
環
境
部
生
活
環
境
課

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
2969番

地

株
式
会
社
細
川
食
品

代
表
取
締
役
　
細
川
　
泰
治

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三
豊
郡
豊
中
町
本
山
乙
712－

8

㈱
細
川
食
品
豊
中
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

等
使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

完
成
日

連
続
24時
間

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

５
～
７

５
～
７

20
30

30
40

20
30

ジ
ク
ロ
ロ

メ
タ
ン

窒
素
含
有
量

20
40

り
ん
含
有
量

0.5
１

10
15

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
は
溶
剤
回
収
装
置
を
用
い
て
回
収
使
用
す

る
。
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
の
回
収
に
際
し
て
発
生
す
る
排
水
は

下
水
道
に
排
出
す
る
。 0.2以

下
0.2以

下

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

排
出
さ
れ

項
　
　
　
　
目

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設
及
び

洗
浄
施
設

①
裁
断
機
　
500㎏

／
時
　
２
基

②
牛
蒡
皮
取
洗
浄
機
　
100㎏

／
時
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
４
日
、
１
日
４
時
間
使
用

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

三

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
２
基
　

②
×
２
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

コ
ン
テ
ナ
ー
洗
浄
機
　
100箱

／
時
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

１
日
４
時
間
使
用

６
～
８

６
～
８

1,000
1,200

1,200
1,500

800
1,500

50
60

10
15

0.2
0.2

39.8
44.8

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

６
～
８

６
～
８

５
10

５
10

10
20

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

２
３

１
２

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

９
10

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
２
基
　

②
×
２
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

６
～
８

６
～
８

1,000
1,200

1,000
1,200

700
1,500

50
60

10
15

0.2
0.2

28.8
36.8

③
×
１
基
　

１
１

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設
及
び

洗
浄
施
設

①
裁
断
機
　
400㎏

／
時
　
２
基

②
根
菜
皮
む
き
機
　
150㎏

／
時
　
２
基

③
洗
浄
水
槽
　
容
積
500

１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
３
日
、
１
日
４
時
間
使
用

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大
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川
　
　
県
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平
成
十
五
年
十
月
七
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（
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四

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
２
基
　

②
×
１
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

６
～
８

６
～
８

300
500

500
800

40
50

10
15

５
５

１
１

21.6
27.6

③
×
１
基
　

7.2
9.2

④
×
１
基
　

0.2
0.2

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設
及
び

洗
浄
施
設

①
裁
断
機
　
300㎏

／
時
　
２
基

②
人
参
洗
浄
機
　
300㎏

／
時
　
１
基

③
人
参
洗
浄
機
　
100㎏

／
時
　
１
基

④
洗
浄
水
槽
　
容
積
500

１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

１
日
４
時
間
使
用

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
１
基
　

②
×
１
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

６
～
８

６
～
８

100
150

100
150

40
50

10
15

５
５

0.2
0.2

29.8
37.8

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設
及
び

洗
浄
施
設

①
キ
ャ
ベ
ツ
裁
断
機
　
500㎏

／
時
　
１
基

②
キ
ャ
ベ
ツ
洗
浄
機
　
500㎏

／
時
　
１
基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設
及
び
湯
煮

施
設

①
洗
米
機
　
500㎏

／
時
　
１
基

②
自
動
蒸
し
機
　
300㎏

／
時
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

１
日
４
時
間
使
用

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大
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五

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
１
基
　

②
×
１
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

６
～
８

６
～
８

1,000
1,200

600
800

600
800

10
15

50
60

14.9
19.9

0.1
0.1

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

１
日
４
時
間
使
用

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

コ
ン
テ
ナ
ー
洗
浄
機
　
50箱
／
時
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

１
日
４
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

６
～
８

６
～
８

５
10

５
10

10
20

２
３

１
２

５
５

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

６
～
８

６
～
８

2,000
2,500

1,000
1,200

200
100

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

毛
髪
除
去
機
　
150㎏

／
時
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
３
日
、
１
日
４
時
間
使
用
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六

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

20５

10５２
２

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
２
基
　

②
×
３
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

６
～
８

６
～
８

1,000
1,200

900
1,000

500
900

60
70

５
８

0.2
0.2

１
１

③
×
２
基
　

28.8
33.8

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
３
日
、
１
日
４
時
間
使
用

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設
及
び

洗
浄
施
設

①
裁
断
機
　
300㎏

／
時
　
２
基

②
洗
浄
水
槽
　
容
積
300

３
基

③
根
菜
類
皮
む
き
機
　
150㎏

／
時
　
２
基

①
ボ
イ
ル
槽
　
容
積
300

１
基

②
圧
力
鍋
　
容
積
600

２
基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

攪
拌
機
　
240㎏

／
時
　
１
基

既
設

既
設

許
可
後

週
４
日
、
１
日
８
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

６
～
８

６
～
８

300
500

200
300

100
200

10
20

５
５

１
１

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

七

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

週
２
日
、
１
日
４
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量①
×
１
基
　

②
×
２
基
　

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

６
～
８

６
～
８

500
800

500
800

100
200

10
20

５
５

0.9
0.9

0.1
0.1

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

６
～
８

６
～
８

500
800

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

ス
チ
ー
ム
鍋
　
容
積
400

１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
３
日
、
１
日
４
時
間
使
用

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

500
800

200
100

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

６
～
８

６
～
８

300
500

200
300

100
200

10
20

５
５

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

10
20

５
５

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

攪
拌
機
　
200㎏

／
時
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
４
日
、
１
日
４
時
間
使
用

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

１
１

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

１
１
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八

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

①
洗
浄
水
槽
　
容
積
500L

１
基

②
洗
浄
機
　
３
回
洗
浄
／
日
　
１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日

週
４
日
、
１
日
４
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

６
～
８

６
～
８

2,000
2,400

1,000
1,200

500
1,000

50
60

り
ん
含
有
量

10
15

①
×
１
基

②
×
１
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量
　

１
１

４
４

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工
工
事
着
手
予
定
年
月
日

排
水
処
理
施
設

300

汚
水
等
の
処
理
方
式

接
触
ば
っ
き
＋
循
環
脱
窒

許
可
日

期　等

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

着
手
後
６
月

完
成
日

連
続
24時
間
使
用

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

６
～
８800

800

50040

り
ん
含
有
量

５

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

250

６
～
８

1,000

1,000

80050９300

5.8～
8.620202014２250

5.8～
8.630303014２300

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
１
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

6.5～
7.530

120

6.0～
8.040

160

5.8～
8.62020

5.8～
8.63030

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
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九

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
香
川
県
告

示
第
三
百
七
十
五
号
（
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
で
公
示
し
た
区
画
漁
業
（
第
一
種
区
画
漁
業
の
う
ち

の
り
養
殖
業
、
わ
か
め
養
殖
業
及
び
こ
ん
ぶ
養
殖
業
）
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
次
の
と
お
り

免
許
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

区
画
漁
業
（
第
一
種
区
画
漁
業
の
う
ち
の
り
養
殖
業
、
わ
か
め
養
殖
業
及
び
こ
ん
ぶ
養
殖
業
）

一
　
免
許
番
号
　
別
表
の
と
お
り

二
　
漁
業
の
名
称
及
び
時
期
並
び
に
漁
場
の
位
置
及
び
区
域
　
告
示
の
と
お
り

三
　
存
続
期
間
　
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で

四
　
制
限
又
は
条
件
　
告
示
の
と
お
り

五
　
漁
業
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
　
別
表
の
と
お
り

第
２
排
水
口
：
雨
水
排
水

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
10月
７
日
か
ら

平
成
15年
10月
28日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

豊
中
町
住
民
生
活
課

別
表免
許
番
号

告
示
中

の
番
号

区
第
1
号

区
第
2
号

区
第
3
号

区
第
4
号

区
第
5
号

区
第
6
号

区
第
7
号

区
第
8
号

区
第
9
号

区
第
10
号

区
第
11
号

区
第
12
号

区
第
13
号

区
第
14
号

区
第
15
号

区
第
16
号

区
第
17
号

区
第
18
号

区
第
19
号

区
第
20
号

区
第
21
号

区
第
22
号

区
第
23
号

区
第
24
号

区
第
25
号

区
第
26
号

区
第
27
号

区
第
28
号

区
第
29
号

区
第
30
号

区
第
31
号

区
第
32
号

区
第
33
号

区
第
34
号

区
第
35
号

区
第
36
号

区
第
1
号

区
第
2
号

区
第
3
号

区
第
4
号

区
第
5
号

区
第
6
号

区
第
7
号

区
第
8
号

区
第
9
号

区
第
10
号

区
第
11
号

区
第
12
号

区
第
13
号

区
第
14
号

区
第
15
号

区
第
16
号

区
第
17
号

区
第
18
号

区
第
19
号

区
第
20
号

区
第
21
号

区
第
22
号

区
第
23
号

区
第
24
号

区
第
25
号

区
第
26
号

区
第
27
号

区
第
28
号

区
第
29
号

区
第
30
号

区
第
31
号

区
第
32
号

区
第
33
号

区
第
34
号

区
第
35
号

区
第
36
号

漁
　
　
　
業
　
　
　
権
　
　
　
者

氏
名
又
は
名
称

住
　
　
　
　
　
　
　
所

引
田
漁
業
協
同
組
合

引
田
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

東
讃
漁
業
協
同
組
合

鶴
羽
漁
業
協
同
組
合

鶴
羽
漁
業
協
同
組
合

津
田
漁
業
協
同
組
合

津
田
漁
業
協
同
組
合

小
田
漁
業
協
同
組
合

小
田
漁
業
協
同
組
合

鴨
庄
漁
業
協
同
組
合

鴨
庄
漁
業
協
同
組
合

鴨
庄
漁
業
協
同
組
合

〇
志
度
漁
業
協
同
組
合

牟
礼
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

牟
礼
漁
業
協
同
組
合

牟
礼
漁
業
協
同
組
合

〇
庵
治
漁
業
協
同
組
合

志
度
漁
業
協
同
組
合

牟
礼
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

東
か
が
わ
市
引
田
2661－

44
東
か
が
わ
市
引
田
2661－

44
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
東
か
が
わ
市
三
本
松
2251－

1
さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
2938

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
2938

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
1325

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
1325

さ
ぬ
き
市
小
田
1514－

20
さ
ぬ
き
市
小
田
1514－

20
さ
ぬ
き
市
鴨
庄
4374－

30
さ
ぬ
き
市
鴨
庄
4374－

30
さ
ぬ
き
市
鴨
庄
4374－

30
さ
ぬ
き
市
志
度
5386－

8
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
原
359

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
原
359

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
原
359

木
田
郡
庵
治
町
6371

さ
ぬ
き
市
志
度
5386－

8
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
原
359

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

木
田
郡
庵
治
町
6371

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

2060

り
ん
含
有
量

８

排
　
出
　
水
　
の
　
量

40.5

30

1201646

2014２

250.5

3014２

300.5



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

一
〇

区
第
37
号

区
第
38
号

区
第
39
号

区
第
40
号

区
第
41
号

区
第
42
号

区
第
43
号

区
第
44
号

区
第
45
号

区
第
46
号

区
第
47
号

区
第
48
号

区
第
49
号

区
第
50
号

区
第
51
号

区
第
52
号

区
第
53
号

区
第
54
号

区
第
55
号

区
第
56
号

区
第
57
号

区
第
58
号

区
第
59
号

区
第
60
号

区
第
61
号

区
第
62
号

区
第
63
号

区
第
64
号

区
第
65
号

区
第
66
号

区
第
67
号

区
第
68
号

区
第
69
号

区
第
70
号

区
第
71
号

区
第
72
号

区
第
73
号

区
第
74
号

区
第
75
号

区
第
76
号

区
第
77
号

区
第
78
号

区
第
79
号

区
第
37
号

区
第
38
号

区
第
39
号

区
第
40
号

区
第
41
号

区
第
42
号

区
第
43
号

区
第
44
号

区
第
45
号

区
第
46
号

区
第
47
号

区
第
48
号

区
第
49
号

区
第
50
号

区
第
51
号

区
第
52
号

区
第
53
号

区
第
54
号

区
第
55
号

区
第
56
号

区
第
57
号

区
第
58
号

区
第
59
号

区
第
60
号

区
第
61
号

区
第
62
号

区
第
63
号

区
第
64
号

区
第
65
号

区
第
66
号

区
第
67
号

区
第
68
号

区
第
69
号

区
第
70
号

区
第
71
号

区
第
72
号

区
第
73
号

区
第
74
号

区
第
75
号

区
第
76
号

区
第
77
号

区
第
78
号

区
第
79
号

〇
庵
治
漁
業
協
同
組
合

屋
島
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同
組
合

北
浦
漁
業
協
同
組
合

北
浦
漁
業
協
同
組
合

唐
櫃
漁
業
協
同
組
合

唐
櫃
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

池
田
漁
業
協
同
組
合

池
田
漁
業
協
同
組
合

池
田
漁
業
協
同
組
合

池
田
漁
業
協
同
組
合

池
田
漁
業
協
同
組
合

〇
屋
島
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

木
田
郡
庵
治
町
6371

高
松
市
屋
島
西
町
440－

16
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
甲
24－

90
小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
1－
4

小
豆
郡
土
庄
町
見
目
甲
1726－

72
小
豆
郡
土
庄
町
見
目
甲
1726－

72
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
唐
櫃
2610－

2
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
唐
櫃
2610－

2
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
2281－

1
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
228－

32
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
228－

32
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
228－

32
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
228－

32
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
228－

32
高
松
市
屋
島
西
町
440－

16
木
田
郡
庵
治
町
6371

区
第
80
号

区
第
81
号

区
第
82
号

区
第
83
号

区
第
84
号

区
第
85
号

区
第
86
号

区
第
87
号

区
第
88
号

区
第
89
号

区
第
90
号

区
第
91
号

区
第
92
号

区
第
93
号

区
第
94
号

区
第
95
号

区
第
96
号

区
第
97
号

区
第
98
号

区
第
99
号

区
第
100
号

区
第
101
号

区
第
102
号

区
第
103
号

区
第
104
号

区
第
105
号

区
第
106
号

区
第
107
号

区
第
108
号

区
第
109
号

区
第
110
号

区
第
111
号

区
第
112
号

区
第
113
号

区
第
114
号

区
第
115
号

区
第
116
号

区
第
117
号

区
第
118
号

区
第
119
号

区
第
120
号

区
第
121
号

区
第
122
号

区
第
80
号

区
第
81
号

区
第
82
号

区
第
83
号

区
第
84
号

区
第
85
号

区
第
86
号

区
第
87
号

区
第
88
号

区
第
89
号

区
第
90
号

区
第
91
号

区
第
92
号

区
第
93
号

区
第
94
号

区
第
95
号

区
第
96
号

区
第
97
号

区
第
98
号

区
第
99
号

区
第
100
号

区
第
101
号

区
第
102
号

区
第
103
号

区
第
104
号

区
第
105
号

区
第
106
号

区
第
107
号

区
第
108
号

区
第
109
号

区
第
110
号

区
第
111
号

区
第
112
号

区
第
113
号

区
第
114
号

区
第
115
号

区
第
116
号

区
第
117
号

区
第
118
号

区
第
119
号

区
第
120
号

区
第
121
号

区
第
122
号

屋
島
漁
業
協
同
組
合

屋
島
漁
業
協
同
組
合

高
松
市
瀬
戸
内
漁
業
協
同
組
合

高
松
市
瀬
戸
内
漁
業
協
同
組
合

高
松
市
瀬
戸
内
漁
業
協
同
組
合

女
木
島
漁
業
協
同
組
合

女
木
島
漁
業
協
同
組
合

女
木
島
漁
業
協
同
組
合

男
木
島
漁
業
協
同
組
合

男
木
島
漁
業
協
同
組
合

男
木
島
漁
業
協
同
組
合

香
西
漁
業
協
同
組
合

香
西
漁
業
協
同
組
合

香
西
漁
業
協
同
組
合

〇
下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

高
松
市
瀬
戸
内
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

直
島
漁
業
協
同
組
合

王
越
漁
業
協
同
組
合

松
山
漁
業
協
同
組
合

松
山
漁
業
協
同
組
合

与
島
漁
業
協
同
組
合

〇
与
島
漁
業
協
同
組
合

宇
多
津
漁
業
協
同
組
合

宇
多
津
漁
業
協
同
組
合

宇
多
津
漁
業
協
同
組
合

宇
多
津
漁
業
協
同
組
合

宇
多
津
漁
業
協
同
組
合

丸
亀
市
漁
業
協
同
組
合

丸
亀
市
漁
業
協
同
組
合

丸
亀
市
漁
業
協
同
組
合

丸
亀
市
漁
業
協
同
組
合

多
度
津
漁
業
協
同
組
合

白
方
漁
業
協
同
組
合

多
度
津
町
高
見
漁
業
協
同
組
合

詫
間
漁
業
協
同
組
合

詫
間
漁
業
協
同
組
合

高
松
市
屋
島
西
町
440－

16
高
松
市
屋
島
西
町
440－

16
高
松
市
瀬
戸
内
町
48－

16
高
松
市
瀬
戸
内
町
48－

16
高
松
市
瀬
戸
内
町
48－

16
高
松
市
女
木
町
15－
17

高
松
市
女
木
町
15－
17

高
松
市
女
木
町
15－
17

高
松
市
男
木
町
104－

6
高
松
市
男
木
町
104－

6
高
松
市
男
木
町
104－

6
高
松
市
香
西
本
町
108－

22
高
松
市
香
西
本
町
108－

22
高
松
市
香
西
本
町
108－

22
高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
瀬
戸
内
町
48－

16
高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
亀
水
町
272

香
川
郡
直
島
町
834－

5
香
川
郡
直
島
町
834－

5
香
川
郡
直
島
町
834－

5
香
川
郡
直
島
町
834－

5
香
川
郡
直
島
町
834－

5
香
川
郡
直
島
町
834－

5
香
川
郡
直
島
町
834－

5
坂
出
市
王
越
町
乃
生
4044－

1
坂
出
市
大
屋
富
町
2055

坂
出
市
大
屋
富
町
2055

坂
出
市
入
船
町
1－
2－
18

坂
出
市
入
船
町
1－
2－
18

綾
歌
郡
宇
多
津
町
2708

綾
歌
郡
宇
多
津
町
2708

綾
歌
郡
宇
多
津
町
2708

綾
歌
郡
宇
多
津
町
2708

綾
歌
郡
宇
多
津
町
2708

丸
亀
市
富
士
見
町
1－
2－
8

丸
亀
市
富
士
見
町
1－
2－
8

丸
亀
市
富
士
見
町
1－
2－
8

丸
亀
市
富
士
見
町
1－
2－
8

仲
多
度
郡
多
度
津
町
東
新
町
8－
35

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
西
白
方
297－

3
仲
多
度
郡
多
度
津
町
高
見
1726－

1
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
6800

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
6800



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

一
一

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
坂
土
指
道
　
第
六
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
松
原
池
一
二
三
三
―
七
、
一
二
三
三
―
八
、
一
二
三

三
―
一
〇
、
一
二
四
五
―
三
、
一
二
四
五
―
四
及
び
一
二
四
五
―
五

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
一
・
一
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
十
九
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
字
西
ツ
フ
ロ
木
二
四
五
六
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
香
川
県
Ｅ
Ｍ
普
及
協
会

宮
武
　
利
弘

区
第
123
号

区
第
124
号

区
第
125
号

区
第
126
号

区
第
127
号

区
第
301
号

区
第
302
号

区
第
303
号

区
第
304
号

区
第
305
号

区
第
306
号

区
第
307
号

区
第
308
号

区
第
309
号

区
第
310
号

区
第
311
号

区
第
312
号

区
第
313
号

区
第
314
号

区
第
315
号

区
第
316
号

区
第
317
号

区
第
318
号

区
第
401
号

区
第
402
号

区
第
403
号

区
第
123
号

区
第
124
号

区
第
125
号

区
第
126
号

区
第
127
号

区
第
301
号

区
第
302
号

区
第
303
号

区
第
304
号

区
第
305
号

区
第
306
号

区
第
307
号

区
第
308
号

区
第
309
号

区
第
310
号

区
第
311
号

区
第
312
号

区
第
313
号

区
第
314
号

区
第
315
号

区
第
316
号

区
第
317
号

区
第
318
号

区
第
401
号

区
第
402
号

区
第
403
号

詫
間
漁
業
協
同
組
合

西
か
が
わ
漁
業
協
同
組
合

西
か
が
わ
漁
業
協
同
組
合

〇
観
音
寺
漁
業
協
同
組
合

西
か
が
わ
漁
業
協
同
組
合

観
音
寺
漁
業
協
同
組
合

引
田
漁
業
協
同
組
合

唐
櫃
漁
業
協
同
組
合

〇
屋
島
漁
業
協
同
組
合

庵
治
漁
業
協
同
組
合

女
木
島
漁
業
協
同
組
合

男
木
島
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

王
越
漁
業
協
同
組
合

王
越
漁
業
協
同
組
合

与
島
漁
業
協
同
組
合

与
島
漁
業
協
同
組
合

与
島
漁
業
協
同
組
合

本
島
漁
業
協
同
組
合

本
島
漁
業
協
同
組
合

本
島
漁
業
協
同
組
合

白
方
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

下
笠
居
漁
業
協
同
組
合

与
島
漁
業
協
同
組
合

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
6800

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田
浜
1476

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田
浜
1476

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
4050－

3
三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田
浜
1476

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
4050－

3
東
か
が
わ
市
引
田
2661－

44
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
唐
櫃
2610－

2
高
松
市
屋
島
西
町
440－

16
木
田
郡
庵
治
町
6371

高
松
市
女
木
町
15－

17
高
松
市
男
木
町
104－

6
高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
亀
水
町
272

坂
出
市
王
越
町
乃
生
4044－

1
坂
出
市
王
越
町
乃
生
4044－

1
坂
出
市
入
船
町
1－
2－
18

坂
出
市
入
船
町
1－
2－
18

坂
出
市
入
船
町
1－
2－
18

丸
亀
市
本
島
町
泊
494－

6
丸
亀
市
本
島
町
泊
494－

6
丸
亀
市
本
島
町
泊
494－

6
仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
西
白
方
297－

3
高
松
市
亀
水
町
272

高
松
市
亀
水
町
272

坂
出
市
入
船
町
1－
2－
18

注
　
共
有
関
係
に
あ
る
漁
業
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
に
〇
印
を
付
し
た
。

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

一
二

木
田
郡
三
木
町
上
高
岡
三
四
九
番
地

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
有
用
微
生
物
の
技
術
を
活
用
し
、
県
内
外
の
団
体
と
交
流
会
を
行
い
、
あ
ら
ゆ
る

環
境
浄
化
運
動
を
推
進
し
、
自
然
循
環
型
地
域
社
会
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
で
、
公
益
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
八
号
で
公
告
し
た
平
成
十
五
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
う
ち
内
海
町
、
土
庄

町
、
池
田
町
、
綾
上
町
、
高
瀬
町
及
び
豊
中
町
が
行
う
調
査
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
二
十
九
日
次
の

と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

調
査
を

行
う
者
　
　
　
　

調
　
　
査
　
　
地
　
　
域
　
　
　
　
　
　
調
査
期
間
　
　
　
摘
　
要

の
名
称

内
海
町
　
　
小
豆
郡
内
海
町
大
字
片
城
の
一
部
、
大
字
神
懸
　
平
成
十
六
年
三
月
　
数
値
情
報
化

通
の
一
部
、
大
字
安
田
の
一
部
、
大
字
坂
手
の
　
三
十
一
日
ま
で

一
部
、
大
字
堀
越
の
一
部
、
大
字
苗
羽
の
一
部
、

大
字
田
浦
の
一
部
、
大
字
古
江
の
一
部
、
大
字

福
田
の
一
部
、
大
字
当
浜
の
一
部
、
大
字
岩
谷

の
一
部
、
大
字
吉
田
の
一
部
及
び
大
字
橘
の
一

部

土
庄
町
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
の
一
部
及
び
上
庄
の
一
部
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
地
籍
調
査

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
、
渕
崎
の
一
部
、
上
庄
の
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
数
値
情
報
化

一
部
及
び
四
海
の
一
部

池
田
町
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
の
一
部
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
地
籍
調
査

小
豆
郡
池
田
町
大
字
中
山
の
一
部
、
大
字
蒲
生
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
数
値
情
報
化

の
一
部
及
び
大
字
池
田
の
一
部

綾
上
町
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
大
字
枌
所
西
、
大
字
山
田
上
、

〃
　
　
　
　
　
　
　
数
値
情
報
化

大
字
東
分
の
一
部
及
び
大
字
山
田
下
の
一
部

高
瀬
町
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
麻
、
大
字
上
麻
及
び
大
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
数
値
情
報
化

字
佐
股

豊
中
町
　
　
三
豊
郡
豊
中
町
大
字
比
地
大
、
大
字
下
高
野
及
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
数
値
情
報
化

び
大
字
岡
本
の
一
部

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月

十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
縦
覧
場
所

高
松
市
林
地
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
）
下
り
原
地
区
　
高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
地
改
良
課

高
松
市
古
高
松
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
南
堀
江
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

土
地
改
良
区

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月

十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
縦
覧
場
所

高
松
市
古
高
松
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
村
川
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
地
改
良
課

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
南
谷
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
四
号



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

一
三

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
三
郎
池
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業

三
郎
池
導
水
路
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
川
郡
相
生
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画

を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ
市
が
土

地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
・
ほ
場
整
備
事
業
）
宗
極
地
区
）
計
画
を

変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
十
七
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事

真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
町
が
土
地
改

良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
）
安
原
地
区
（
下
倉
上
団
地
）
）
計
画
を
変
更
す
る

こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
十
七
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
町
が
土
地
改

良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
生
産
基
盤
型
）
森
窪
団
地
第
一
工
区
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る

こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
十
七
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
開
拓

パ
イ
ロ
ッ
ト
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
開

拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

監
　
事
　
大
部
　
明
良
　
香
川
郡
香
南
町
大
字
岡
七
二
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
六
、
一
四

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　
　
地
　
区
　
名
　
　

工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

香
川
町
　
　
　
　
　
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
　
安
原
地
区
（
引
土
　
平
成
一
四
、
三
、
二
九

（
生
産
基
盤
型
）

団
地
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

一
四

〃
　
　
　
　
　
　
　
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
　
安
原
地
区
（
金
光
　
平
成
一
五
、
三
、
二
八

（
生
産
基
盤
型
）

団
地
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
　
安
原
地
区
（
金
光
　
平
成
一
五
、
三
、
二
八

（
生
産
基
盤
型
）

第
二
団
地
）

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ
市
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
土
地
改
良
事
業
（
単
独

県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
）
小
坂
地
区
）
の
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
三
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
林
田
町
字
野
末
一
五
三
九
―
二
の
一
部
及
び
一
五
三
九
―
三

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
府
中
町
六
〇
七
六
番
地
七

鎌
谷
　
陽
介

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放

送
の
回
数
を
届
出
候
補
者
の
数
に
応
じ
て
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
公
告
第
四
号

第
四
十
三
回
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
予
定
者
及
び
候
補
者
届
出
予
定
政
党

に
対
す
る
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

一
　
日
時
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
　
午
後
二
時
（
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
受
付
）

二
　
場
所
　
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
内
　
香
川
県
庁
ホ
ー
ル

三
　
説
明
事
項

１
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
予
定
者
及
び
候
補
者
届
出
予
定
政
党
の
留
意

す
べ
き
事
項

２
　
そ
の
他

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

三
人

一
人
又
は
二
人

届
出
候
補
者
の
数

株
式
会
社
瀬
戸
内
海
放
送

西
日
本
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
瀬
戸
内
海
放
送

西
日
本
放
送
株
式
会
社

一
般
放
送
事
業
者
名

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送
一一 一一

回
　
数

西
日
本
放
送
株
式
会
社

一
般
放
送
事
業
者
名

ラ
　
ジ
　
オ
　
放
　
送

一
回
　
数

選
挙
管
理
委
員
会
公
告

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
42号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
12項

の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
10月
７
日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
第
九
〇
七
一
号
）

一
五

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
　
農
政
水
産
部

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
14年
度

３
　
措
置
の
状
況

監
　
査
　
結
　
果
（
対
　
象
　
機
　
関
）

措
　
置
　
の
　
状
　
況

ア
　
海
岸
占
用
料
の
調
定
に
つ
い
て

送
電
ケ
ー
ブ
ル
の
設
置
を
目
的
と

す
る
占
用
許
可
に
伴
う
海
岸
占
用
料

の
調
定
に
当
た
り
、
占
用
面
積
の
算

出
方
法
を
誤
っ
た
た
め
、
調
定
額
が

誤
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
（
中

讃
土
地
改
良
事
務
所
）

イ
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

自
動
車
等
で
通
勤
す
る
職
員
の
通

勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
通
勤
距

離
の
認
定
を
誤
っ
て
い
る
も
の
が
見

受
け
ら
れ
た
の
で
、
精
査
の
う
え
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。
（
農
業
生
産
流
通
課
、

農
業
試
験
場
）

ウ
　
住
居
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

住
宅
を
借
り
受
け
て
居
住
す
る
職

員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、

家
賃
の
認
定
を
誤
っ
て
い
る
も
の
が

見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
精
査
の
う
え

正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
。（
農
業
経
営
課
）

エ
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

週
休
日
の
振
替
え
を
週
を
越
え

て
行
う
場
合
に
は
、
支
給
割
合

100分
の
25の

超
過
勤
務
手
当
を

支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し
て
い
な
い

の
で
、
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。

指
導
注
意
事
項

不
足
分
の
占
用
料
に
つ
い
て
、
会

計
規
則
に
基
づ
き
、
所
要
の
手
続
を

執
っ
た
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
な
い
よ
う
適
正
な
事
務
処
理
に
努

め
る
。

農
業
生
産
流
通
課
に
つ
い
て
は
平

成
15年
５
月
分
給
与
で
、
農
業
試
験

場
に
つ
い
て
は
平
成
15年
４
月
、
５

月
分
給
与
で
そ
れ
ぞ
れ
返
納
済
み
で

あ
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

な
い
よ
う
十
分
に
確
認
を
行
い
、
適

正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
。

平
成
15年
６
月
分
給
与
及
び
７
月

の
納
付
書
で
返
納
済
み
で
あ
る
。
今

後
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う

十
分
に
確
認
を
行
い
、
適
正
な
事
務

処
理
に
努
め
る
。

平
成
15年
６
月
分
給
与
で
追
給
済

み
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
な
い
よ
う
適
正
な
事
務
処
理
に

努
め
る
。

（
中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

週
休
日
に
新
た
に
勤
務
を
命
じ

た
場
合
に
、
勤
務
時
間
の
確
認
を

誤
り
勤
務
時
間
が
４
時
間
に
満
た

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
週
を
越

え
る
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変

更
を
行
い
、
支
給
割
合
100分

の
25

の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
て
い

る
の
で
、
支
給
割
合
100分

の
25の

超
過
勤
務
手
当
相
当
額
を
返
納
さ

せ
、
支
給
割
合
100分

の
135の

超
過
勤
務
手
当
を
追
給
す
る
必
要
が

あ
る
。
（
東
讃
農
業
改
良
普
及
セ

ン
タ
ー
）

週
休
日
に
新
た
に
８
時
間
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
行
っ
た
場
合
、

４
時
間
ず
つ
２
日
に
分
け
て
勤
務

を
要
し
な
い
日
を
定
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
割

振
り
変
更
を
行
い
、
支
給
割
合
100

分
の
25の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給

し
て
い
る
の
で
、
支
給
割
合
100分

の
25の
超
過
勤
務
手
当
相
当
額
を

返
納
さ
せ
、
割
振
り
変
更
が
で
き

な
い
４
時
間
に
つ
い
て
は
、
支
給

割
合
100分

の
125の

超
過
勤
務
手

当
を
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（

農
業
大
学
校
）

ア
　
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
努
力
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
多

数
の
未
登
記
件
数
が
見
受
け
ら
れ
る

の
で
、
引
き
続
き
そ
の
解
消
に
向
け

て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
（
土
地
改

良
課
）

イ
　
学
校
等
敷
地
の
管
理
に
つ
い
て

学
校
等
敷
地
内
に
介
在
し
た
農
道
、

検
討
指
示
事
項

平
成
15年
６
月
分
給
与
で
返
納
及

び
追
給
済
み
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
適
正
な
事

務
処
理
に
努
め
る
。

平
成
15年
３
月
分
給
与
で
返
納
及

び
追
給
済
み
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
適
正
な
事

務
処
理
に
努
め
る
。

こ
れ
ま
で
未
登
記
土
地
の
処
理
要

領
に
基
づ
き
、
登
記
事
務
の
処
理
に

努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後

と
も
、
登
記
事
務
の
適
正
な
処
理
に

努
め
る
。

農
業
大
学
校
及
び
水
産
試
験
場
の

敷
地
内
の
水
路
等
に
つ
い
て
は
、
こ
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水
路
等
が
用
途
廃
止
等
所
要
の
手
続

が
と
ら
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
い
る
。

境
界
確
認
を
行
う
な
ど
努
力
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続
き

そ
の
解
消
に
向
け
て
検
討
が
必
要
で

あ
る
。
（
農
業
大
学
校
、
水
産
試
験

場
）

れ
ま
で
も
整
理
に
努
め
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
所
要
の
手
続

を
進
め
る
な
ど
適
切
な
敷
地
の
管
理

に
努
め
る
。


